
低層住宅地

一般住宅等が建ち並
ぶ利便性の良い既成
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 100 30 40 低層住宅地

-

１住居(60,200)

景気良化の実感がなく、物価や消費税等の騰勢等、都市生活の萎
縮傾向から利便性等に対する選考性が強く地価騰勢の地域も存す
る。

隣接する駅北地区における街路整備や市役所駅北庁舎の開設によ
り利便性等が増加した。

個別的要因に変動はない。

　駐車場の必要等から土地利用効率が低い地方都市で、収益価格は試算できなかった。　従って、最近は地価は幾分の上昇
趨勢であるものの収益価格の裏付けがなく、保有と売却コストや取引頻度等の流動性等のリスクも勘案し、妥当性の高い比
準価格をベースに手順の各段階について客観的な再吟味を加え、さらに当該基準地の地価体系上の位置と代表標準地との均
衡及び過年度等価格の推移等も検討して、鑑定評価額等を表記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

　ＪＲ多治見駅徒歩圏内に位置して、人気のある校区を選好する需要も根強く、市役所駅北庁舎の開設等利便性の増加もあ
り、地価の騰勢は今後もしばらくは続くものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 61,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

61,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 6

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.6

+6.7

+2.0

+3.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
北東 950m

多治見
950m

(8)

東6m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

142

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

11.0  ｍ、　奥行　約 14.0 ｍ、　規模 150  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

64,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

68,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.1％ ％

111.4 ］

101.5［ ］ 101.0［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市上野町４丁目１５番１

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 6月 26日 正常価格

平成 27年 7月 14日平成 27年 7月 1日

8,850,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 62,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

49,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は多治見駅から徒歩圏内の市街地住宅地域で、需要の中心は人気のある校区を選好する市内居住者である。　
特に在来画地を細分化したミニ分譲地が、高単価で取引されている。　中心となる価格帯は、土地は１，０００万円程度、
中古住宅は２，０００万円まで、新築戸建は３，０００万円程度となっている。　市街地で宅地供給に乏しく、需要が集中
的であるため、地価は騰勢で推移している。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　岐阜鑑定

松原弘昌



戸建住宅地

一般住宅が建ち並ぶ
閑静な住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 100 200 100 戸建住宅地

-

２低専(60,150)

景気良化の実感がなく、物価や消費税等の騰勢等、都市生活の萎
縮傾向から利便性等に対する選考性が強く地価騰勢の地域も存す
る。

住宅団地として安定しているが、居住者の高齢化や空家、建物の
老朽化等の課題顕在化が懸念される。

個別的要因に変動はない。

　戸建て賃貸市場が未熟成で、貸家想定の収益価格はマイナスとなり試算できなかった。従って、長年の下落趨勢下での横
這い基調で収益価格の裏付けがなく、保有・売却コスト等のリスクが認められ、類似取引の頻度等の流動性リスクも勘案し、
妥当性の高い比準価格をベースに手順の各段階について客観的な再吟味を加え、さらに当該基準地の地価体系上の位置と代
表標準地等である意義及び過年度等価格の推移等も検討して、鑑定評価額等を表記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　当市北部の代表的な住宅団地で概ね熟成しており、現状のまま安定的・やや固定的に推移するものと予測される。　地価
もしばらくは概ね安定基調で推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 35,200 円／㎡

公示価格 35,200 円／㎡

標準地番号 多治見 15-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

多治見駅
北西 4.3km

多治見
4.3km

(8)

西6m市道

２低専
(60,150)

（その他）　　　　

特にない 基準方位北、６ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

266

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

16.0  ｍ、　奥行　約 17.0 ｍ、　規模 270  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

36,000 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市明和町４丁目５番４５１

+1.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 6月 26日 正常価格

平成 27年 7月 14日平成 27年 7月 1日

9,360,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 35,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は主に多治見市郊外の住宅団地で、隣接する可児市南部の住宅団地を含む。　需要者の中心は市内に在住する
一次取得者層で、多治見市北部郊外の住宅団地群での価格牽連性が高い。　郊外住宅団地に対する需要は比較的安定してい
るが、高齢化及び旧耐震基準の木造住宅等の問題が潜在している。　中心となる価格帯は、土地は１，０００万円程度、中
古住宅は１，５００万円前後、新築戸建は２，５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 2－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　岐阜鑑定

松原弘昌



低層住宅地

一般住宅の多い既成
住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 190 100 30 低層住宅地

-

１住居(60,160)

地場産業の不振が続いている。名古屋のベッドタウンとして、駅
近の住宅地は堅調である。周辺の住宅地の地価は下げ止まりつつ
ある。

県病院や市役所支所に比較的近い。ほぼ熟成した住宅地域で、発
展の余地は限られている。

個別的要因に変動はない。

共同住宅も見られるが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないので、収益価格は、低位に試算された。基準地近隣
は既成住宅地域であり居住環境が重視される。市場参加者は取引価格の水準を指標に価格を決定する傾向にあるため、取引
事例を基礎とした比準価格は市場の特性に合致し、説得力が高い。よって、信頼性の高い比準価格を標準に、収益価格を参
考に、公示地との比較検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｓ２

中心市街地に比較的近い既成住宅地域。宅地供給の余地が少なく、現状のまま推移するものと予測する。駅近の住宅地の価
格上昇の中で、割安感もあり、今後とも地価は横ばいの状況と予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 34,500円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

34,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.1

+1.2

+50.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
南西 1.8km

多治見
1.8km

(8)

北4m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない。 基準方位　北　４
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

263

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 250  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

34,500 円／㎡

18,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

54,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

156.5 ］

100.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市池田町４丁目６５番２外

0.0

0.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 1日 正常価格

平成 27年 7月 13日平成 27年 7月 1日

9,070,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 34,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

28,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として多治見市西部の既存の住宅地域。需要者の中心は、市内に勤務する一次取得者層や当市に地縁や血
縁のある居住者一般と推定される。駅の徒歩圏外であるが、丘陵地の住宅団地に比べ、需要は認められるが、開発の余地が
少ない。よって、取引が少なく、あっても、画地規模も様々で、中心となる価格帯を推定することが困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社水野総合鑑定

水野　雅文



低層住宅地

一般住宅のほか、共
同住宅、営業所等が
混在する住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 130 40 30 低層住宅地

-

１住居(70,200)

　多治見市の人口は微減傾向にあり、高齢化率は上昇している。
駅徒歩圏の市街地は価格が堅調であるのに比し郊外住宅地は弱含
み。

　特にない。（平成２３年９月の台風１５号の豪雨などによる複
数の浸水被害があり、その対策は進捗中）。

　個別的要因に変動はない。

　アパート等の収益物件は小中規模のものが散見され収益価格も求めたが、傾向的には供給過多の中、投資効率は相対的に
低く、支払賃料も他との競争下、下落気味で、求めた収益価格は低位となった。地域の通常取引は自用目的の戸建住宅地等
の取引が中心である。本件は、実需に基づく実際の取引の場で形成され実証性に優れる比準価格を標準として、収益価格を
参考に止め、代表標準地並びに指定基準地との価格均衡に留意しつつ鑑定評価額を表記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　既存市街地内に所在するほぼ熟成した住宅地域であるが、床上・床下浸水の被災履歴を持つ。当該災害による土地需要の
低下も防災対策は進捗しており、下落後の地価水準でほぼ安定的に推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 37,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

37,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 15

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.4

-36.8

+56.0

-1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
南 1km

多治見
1km

(8)

南5.6m市道､
背面道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

特にない 基準方位　北　　
５．６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

304

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

37,000 円／㎡

12,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

35,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

98.0 ］

100［ ］ 104.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市平和町４丁目２２番

+3.0

+1.0

方位

二方路

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

37,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

多治見 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-2.6

-14.0

+15.4

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

34,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

96.7 ］

100［ ］ 104.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 2日 正常価格

平成 27年 7月 15日平成 27年 7月 1日

11,200,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 37,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

28,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は広域には多治見市住宅地全域を中心に捉える。需要者は３０才台を主体とする一次取得者が中心であり、ま
とまった土地については分譲住宅販売を目論む不動産業者等も挙げられる。被災履歴のある地域ではあるがその対策も進捗
しており需要者側で極端な回避選好は認められない。なお、市場の中心的価格帯は土地：１，２００万円前後で、小区画化
の傾向も看取される。地域は全般には規模の大きい低層住宅が見られ、相応の住宅街区の形成を見る。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 4－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

4 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



低層住宅地

一般住宅のほか、農
地の見られる住宅地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 35 150 30 低層住宅地

-

１住居(60,200)

多治見市の人口は微減傾向にあり、高齢化率は上昇している。駅
徒歩圏の市街地は価格が堅調であるのに比し、郊外住宅地は弱含
み。

周辺に農地等が多く残されているが、宅地化の進行は緩やかで、
地域要因に大きな変化は見られない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は居住環境に着目した自用目的の取引が中心である。市場参加者は取引価格の水準を指標に価格を決定する傾向に
あるため比準価格の説得力は高い。一方、新築されている共同住宅の多くは相続対策等の目的で自用地に建築され、収益対
象として土地を購入し共同住宅を建築する場合はほぼ皆無である。したがって、収益価格は参酌するにとどめ、標準地等と
の検討を踏まえ、比準価格を採用し鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

住宅の新築等の動きは弱く、当面は現状の住環境を維持していくと予測する。多治見市郊外に位置し利便性が劣る近隣地域
周辺の需要は低迷を続けており、地価水準は下落傾向が継続すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 22,800 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

22,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 12

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.5

+8.8

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
南東 6.7km

多治見
6.7km

(8)

南西7m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

376

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 25.0 ｍ、　規模 350  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

22,200 円／㎡

11,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.6％ ％

112.5 ］

99.2［ ］ 101.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市笠原町字中原１１８８番８

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

22,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

多治見 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-4.0

+37.8

+18.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

34,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

156.1 ］

100［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 2日 正常価格

平成 27年 7月 17日平成 27年 7月 1日

8,350,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 22,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は多治見市南部郊外に位置する低層住宅地域である。需要者の中心は市内に在住する一次取得者層であり、特に
地縁関係を持つ者が多い。圏内各地域は中心市街地から遠く利便性がやや劣る。また、地場産業である窯業の不振が続いて
いる。これらの要因により圏内住宅地の人気は低く、不動産市場は低迷している。中心となる価格帯は、土地は６００万円
から８００万円程度、新築戸建ては２，５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾



低層住宅地

一般住宅、小工場、
最近開発された小規
模住宅が混在する地
域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 25 110 40 低層住宅地

-

１住居(60,180)

地場産業の不振が続いている。名古屋のベッドタウンとして、駅
近の住宅地は堅調である。周辺の住宅地の地価は下げ止まりつつ
ある。

駅近のほぼ熟成した住宅地域であるが、開発の余地は限られてい
る。

個別的要因に変動はない。

基準地周辺は、駅近の利便性等を考慮すると、共同住宅適地と判断し収益還元法を適用した。収益価格は、賃料水準が低位
のため、低く試算されている。一方、当基準地近隣は住宅地域であり、居住環境を重視した自用目的の取引が中心となる。
市場参加者は取引価格水準を指標に価格を決定する傾向にあり、比準価格の説得力は高い。よって、信頼性の高い比準価格
を標準とし、収益価格は参考に、指定基準地等との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

根本駅に徒歩圏内にある既成住宅地域。殆ど開発されており、発展の余地は少ない。中心市街地の住宅地の上昇の影響や駅
近の利便性もあり、地価は今後とも横ばいで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 30,300円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

30,300

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.6

-4.2

-4.5

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

-1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

根本駅
南 500m

根本
500m

(8)

西4.5m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,180)

特にない。 基準方位　北　４
．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

320

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

17.0  ｍ、　奥行　約 18.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

30,300 円／㎡

13,500 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

27,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0 ％ ％

90.9 ］

100［ ］ 99.0［ ］

99.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市根本町１丁目８０番３

-1.0

0.0

形状

方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

30,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

多治見 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+8.6

+5.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

34,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

112.9 ］

100［ ］ 99.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 1日 正常価格

平成 27年 7月 13日平成 27年 7月 1日

9,700,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 30,300 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、主として、ＪＲ太多線の各駅周辺の住宅地域。需要者の中心は、市内や名古屋市方面に勤務する一次取得者
層である。当近隣は人気はあるが、開発余地が少ないので取引は少ない。広域的に見ると丘陵地を中心に、新規のミニ開発
が多く見られる。分譲面積も様々であるが、中心となる価格帯は、７０坪程度の土地で７００万円程度、新築戸建ては２，
５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社水野総合鑑定

水野　雅文



戸建住宅地

中規模戸建住宅が多
い住宅団地（滝呂台
団地）

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 50 50 80 戸建住宅地

-

１低専(50,80)

市内では人口の減少、特に県外への転出超が続いている。また、
郊外の住宅地の需要減少と中心部の住宅地需要増の二極化が進ん
でいる。

近隣地域周辺で、宅地開発が見られるが順調に販売されているが、
取引件数は若干の減少傾向にある。

個別的要因に変動はない

戸建て住宅団地で、自用目的での取引が大半である。比準価格は、滝呂地区内の複数の住宅団地及び同程度の住宅団地の取
引事例から試算しており信頼性は高い。なお、当該団地内においては、転勤等による賃貸はあるものの、規範性のある賃貸
事例は殆ど無く、収益還元法の適用が困難であった。土地取引件数は減少傾向にあるが依然市内では取引の多い地域であり、
比準価格を採用し、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

戸建住宅団地として熟成しており、今後とも現状の住環境を維持すると予測する。地価はしっかりした需要はあるものの、
代替関係にある宅地の供給も多く換金売り等も見られ、地価は若干下落傾向にある。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 31,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

32,000

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 15

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+2.0

+10.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
南東 5.8km

多治見
5.8km

(8)

南東6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　

昭和５０年代に開発された
大規模住宅団地

基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

179

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

12.0  ｍ、　奥行　約 15.0 ｍ、　規模 180  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

31,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

35,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.6％ ％

113.3 ］

100［ ］ 104.0［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市滝呂町１４丁目１５５番１８２

+4.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 3日 正常価格

平成 27年 7月 18日平成 27年 7月 1日

5,660,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 31,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は多治見市南部郊外の住宅団地。需要者の中心は多治見市及び隣接市内に在住または地縁関係のある一次取得者
層である。一部の高額な分譲地を除き、県外からの需要は減少している。周辺は、開発時期、品等の異なる住宅地が混在し
ており、現在も新規供給物件は多い。しかし、需要は堅調で販売は好調である。需要の中心となる価格帯は土地は５５０万
円～７００万円程度、中古住宅は１，０００万円、新築戸建は２，５００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 7－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

7 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛



低層住宅地

中規模一般住宅、共
同住宅が見られる郊
外の住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北150 0 20 80 低層住宅地

-

１住居(60,160)

市内では人口の減少、特に県外への転出超が続いている。また、
郊外の住宅地の需要減少と中心部の住宅地需要増の二極化が進ん
でいる。

市内の人口が減少する中、近隣地域及びその周辺では小規模宅地
開発分譲地が増加している。

個別的要因に変動はない

戸建て住宅のほか、周辺にはアパートも見られるが、賃貸用不動産は殆どが不動産の有効活用、相続税対策で土地建物一体
の収益性は考慮されていない。また、対象基準地は戸建用地で、アパート等の収益建物建築に適しておらず、このため収益
還元法は適用しなかった。比準価格は、ＪＲ小泉駅周辺の価格牽連性の高い取引事例を採用しており、信頼性は高い。比準
価格を採用し、代表標準地との検討を踏まえ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

既成の住宅地域としてある程度熟成しており、今後も概ね安定的に推移するものと予測される。周辺のミニ開発分譲地は販
売が好調。地価はやや上昇基調で推移している。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 31,100円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

31,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+3.1

+11.8

+48.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

小泉駅
南西 800m

小泉
800m

(8)

西4m市道

１住居
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北４ｍ
市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

200

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

31,600 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

54,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+1.6％ ％

170.6 ］

100.2［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市平井町４丁目６９番３

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

31,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

多治見 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+10.7

-2.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

34,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

108.5 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 3日 正常価格

平成 27年 7月 18日平成 27年 7月 1日

6,320,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 31,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は主にＪＲ太多線沿線の住宅地域である。需要者の中心は、市内に在住する一次取得者層であり、市外からの需
要は少なくなっている。近隣地域が存する小泉小学校校区は、人口が増加している。また近隣地域の平井町内の土地取引件
数も増加しており、宅地需要は底堅い。ミニ開発による宅地分譲の販売も堅調である。土地は１，０００万円程度まで、土
地建物で２，８００万円前後の需要が中心的となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 8－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

8 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛



戸建住宅地

郊外の、熟成した大
規模住宅団地（市之
倉ハイランド）

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 40 15 20 戸建住宅地

-

１低専(50,80)

　多治見市の人口は微減傾向にあり、高齢化率は上昇している。
駅徒歩圏の市街地は価格が堅調であるのに比し郊外住宅地は弱含
み。

　多治見市郊外の住宅団地であり、一般的傾向として徐々に高齢
化が進みつつある。

　個別的要因に変動はない。

　近隣地域は、戸建住宅が建ち並ぶ熟成した住宅団地であり、開発後、相当期間が経過しており原価法の適用はできなかっ
た。また中古戸建住宅の自用目的売買が取引の中心となっており、収益物件としては転勤等に伴う一時的な戸建住宅の賃貸
が殆どであり、賃貸市場はほぼ未熟成であることから、収益還元法適用に妥当性が認められず採用しなかった。よって比準
価格を採用し、代表標準地との価格均衡に留意し、鑑定評価額を上記の通り決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

　多治見市郊外に位置する熟成した住宅団地である。地価は、団地住民の高齢化等の影響もあり、全般的に土地需要は低迷
してきた。市郊外の住宅団地は依然弱含み傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 29,200 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

28,500

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 15

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

0.0

+9.9

+10.0

+1.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

古虎渓駅
東 2.5km

古虎渓
2.5km

(8)

北西6m市道

１低専
(50,80)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
ガス　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

217

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 15.0  ｍ、　規模 210  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

28,500 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

35,200 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.4 ％ ％

122.1 ］

100［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市市之倉町１３丁目８３番５１

0.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 2日 正常価格

平成 27年 7月 15日平成 27年 7月 1日

6,180,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 28,500 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は、直接的には多治見市郊外の丘陵地に開発された、熟成した郊外の住宅団地と把握する。需要者の中心は、
名古屋市及びその周辺からの転入者のほか、現在では多治見市内居住者も多く見られるようになった。なお、その層は３０
才台に代表される一次取得者層が過半を占める。概ね熟成し、新規の建売分譲は見られず、中古戸建住宅が中心で、概ね８
００万円～１，３００万円程度での取引が見られ、やや総額巾はあるが市場の中心価格帯となっている。

継続

①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 9－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

9 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　不動産鑑定北川事務所

北川　彰



低層住宅地

一般住宅のほか農地
も見られる住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北40 50 70 150 低層住宅地

-

準工(60,200)

多治見市の人口は微減傾向にあり、高齢化率は上昇している。駅
徒歩圏の市街地は価格が堅調であるのに比し、郊外住宅地は弱含
み。

地域は停滞傾向にあり、地域要因の変動は特にない。

個別的要因に変動はない。

　近隣地域及びその周辺では、共同住宅が散見されるが、大半は自用の建物である。収益価格は共同住宅を想定したが、駐
車場確保の必要性と賃貸市場の未熟成等により、土地の利用効率が低い地域事情にあるため相対的に低廉に試算され参酌す
るに留めた。標準地等との検討を踏まえ、比準価格を採用し、鑑定評価額を上記のとおりと決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの住工混在地域であり、今後とも現状のまま推移するものと予測する。地場産業の低迷、高齢化等を主因とする土
地需要の低下から、地価は弱含み傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 25,100 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

24,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 13

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.3

+9.0

+6.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

-1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
北東 3.5km

多治見
3.5km

(8)

西6.7m市道

準工
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６．７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

273

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

24,800 円／㎡

14,200 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

27,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2％ ％

111.7 ］

99.8［ ］ 100［ ］

99.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市高田町４丁目１０３番外

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

24,800

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

多治見 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.7

+19.3

+21.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

34,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

139.0 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 2日 正常価格

平成 27年 7月 17日平成 27年 7月 1日

6,770,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 24,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は多治見市内の旧来からの住工混在地域。需要者の中心は、地場産業である窯業関連の事業者のほか戸建住宅
地として地縁のあるファミリー層。近隣地域は古くから陶磁器産業で栄えた住工混在地域である。隣接する県道沿いの地域
に、郵便局、店舗等が進出している程度で、近隣地域周辺では過去に無秩序に宅地化された経緯から、幅員の狭い道路が多
く、地域外からの需要は低調である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 10－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

10 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾



低層住宅地

一般住宅、マンショ
ン等が見られる住宅
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北0 130 150 25 低層住宅地

-

商業(80,324)
駐車場整備地区

市内では人口の減少、特に県外への転出超が続いている。また、
郊外の住宅地の需要減少と中心部の住宅地需要増の二極化が進ん
でいる。

隣接する多治見駅北土地区画整理事業地内に市役所分庁舎が完成。

個別的要因に変動はない

多治見駅に近い低層住宅地で、賃貸用不動産の需要も強い。収益価格は、画地規模から共同住宅を想定したが、駅に近いが
ある程度の駐車場の確保が必要で、建物規模も制約されやや低く試算された。多治見駅に近い場所的優位性が価格形成に大
きく影響しており比準価格を重視し、収益価格は参考に留めた。なお、比準価格で採用した多治見駅周辺の取引は希少性か
らやや先走った価格であることを考慮して、鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

多治見駅北土地区画整理事業地区に隣接する既存の住宅地域。当該土地区画整理事業の影響下にあり、今後土地需要が高ま
ると予測する。地価は将来の発展を見越した需要も見られ、上昇傾向にあると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 67,500円／㎡

公示価格 68,500円／㎡

標準地番号 多治見 6-

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

多治見駅
北西 500m

多治見
500m

(8)

南東5.4m市道

商業
(80,400)

（その他）　　　　
駐車場整備地区
(80,324)

多治見駅北土地区画整理事
業地に隣接

基準方位　北、　
５．４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

252

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 17.0 ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

71,000 円／㎡

41,600 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+2.5 +1.0％ ％

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市音羽町１丁目１６番４

+2.0方位

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 3日 正常価格

平成 27年 7月 18日平成 27年 7月 1日

17,400,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 69,200 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

54,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は多治見駅から徒歩圏内の既成市街地の住宅地域。近隣地域及びその周辺は需要は強いものの、供給が殆どなく
土地取引は少ない。したがって、供給があると希少性からやや買い進んだ価格で取引される傾向にある。需要者の中心は多
治見市内の住み替え等で、需要の中心は更地で１，５００万円～２，０００万円程度。地価は隣接する多治見駅北土地区画
整理地域の発展に伴い、上昇傾向にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 11－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

11 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛



低層住宅地

農地が見られる中に
農家住宅、一般住宅
が散在する住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北20 20 100 50 低層住宅地

-

｢調区｣(60,160)

多治見市の人口は微減傾向にあり、高齢化率は上昇している。駅
徒歩圏の市街地は価格が堅調であるのに比し、郊外住宅地は弱含
み。

地域要因に変動はない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域は需要が乏しく不動産取引は低調である。取引の中心は、居住環境に着目した自用目的と考えられる。縁故取引等
による特殊な価格形成も見られるが、市場参加者は取引価格の水準を指標に価格を決定する傾向にあり、比準価格の説得力
は高い。一方、近隣地域周辺に賃貸物件は殆どなく、賃貸市場が形成されていないため収益価格を試算できなかった。した
がって、標準地との検討を踏まえ、比準価格を採用し鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

開発許可基準は緩和されたが、地縁性が強く利便性が劣る近隣地域周辺の需要は弱く、新規の住宅着工等は見られない。今
後とも現状のまま推移すると予測する。地価は下落傾向で推移すると予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 17,000 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

16,800

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 7

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.1

+16.4

+25.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

姫駅
南 1.6km

姫
1.6km

(8)

東3.5m市道

｢調区｣
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

市条例で開発許可基準が緩
和され、第２種低層住居専
用地域並の規制となってい
る。

基準方位　北　　
３．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

261

( )

⑨法令上の規制等

1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 240  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

16,800 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.2％ ％

151.5 ］

99.8［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市大針町字起４７７番１

+1.0方位

　補正

ほぼ正方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 2日 正常価格

平成 27年 7月 17日平成 27年 7月 1日

4,380,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 16,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、多治見市北部の集落を形成する調整区域内住宅地を中心とする。需要者の中心は、地縁性を持つ近隣の居住
者であり、外部からの転入者は少ない。同一需給圏内に存する住宅団地内では取引は若干見られるが、集落地域では地縁的
選好性が強く、閉鎖性もあり、取引は少ない。中心となる価格帯は、土地は４５０万円程度、中古住宅は１，０００万円前
後である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 12－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

12 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾



低層住宅地

一般住宅が建ち並ぶ
既成住宅地域

3

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 40 30 160 低層住宅地

-

近商(80,300)

多治見市の人口は微減傾向にあり、高齢化率は上昇している。駅
徒歩圏の市街地は価格が堅調であるのに比し、郊外住宅地は弱含
み。

笠原町は高齢化が相対的に進み、地価も弱含みである。地域要因
に変動はない。

個別的要因に変動はない。

近隣地域及びその周辺では、共同住宅が散見されるも、大半が自用の建物である。収益価格は、共同住宅を想定したが、駐
車場確保の必要性と賃貸市場の未熟成等により、土地の利用効率が低い地域事情にあるため相対的に低廉に試算され参酌す
るに留めた。したがって、標準地等との検討を踏まえ、比準価格を採用し鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

旧来からの住宅地域であり、今後とも現状のまま推移するものと予測する。地場産業の低迷、高齢化等を主因とする土地需
要の低下から、地価は弱含み傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 29,200 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

28,700

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 12

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.9

-0.5

-11.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+1.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
南東 5.8km

多治見
5.8km

(8)

南西6.4m市道

近商
(80,300)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　　
６．４ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

162

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

13.0  ｍ、　奥行　約 16.0 ｍ、　規模 210  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

28,600 円／㎡

14,300 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

25,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-2.1％ ％

86.0 ］

99.2［ ］ 100［ ］

101.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市笠原町字古御所２０９８番１２

+1.0

-1.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

28,500

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

多治見 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-3.4

+27.9

0.0

-2.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

34,500 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

121.1 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 2日 正常価格

平成 27年 7月 17日平成 27年 7月 1日

4,630,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 28,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、笠原町内の旧来からの住宅地域のほか、隣接する滝呂町をはじめとする住宅地域である。需要者の中心は、
地縁的選好性を有する需要者層である。近隣地域は、笠原町内の中心市街地に比較的近接し、街路条件においては優るもの
の、相対的に狭隘な市場規模から取引は希薄な状況になっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 13－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －

基準地番号 提出先

13 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾



低層の店舗又は店舗兼住宅

小規模な小売店舗の
多い中に銀行等も介
在する商業地域

2

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北30 20 50 100 中低層の店舗兼住宅地

-

商業(100,400)
防火

駐車場整備地区

市内の既存商店街は長期衰退傾向にある。一方で、利便性が見直
された地域は、住宅地への移行見られる。

地域の中心施設である多治見市役所の一部が転出した。

隣接地と一体利用となり、角地となった。

近隣地域は商業地として繁華性も衰退傾向にあり、容積率を全て消化するような、中層建物の２階以上の店舗需要は、殆ど
なく、収益価格は低い。一方で、住宅地としての潜在需要や、古くからの多治見市の中心地としての場所的優位性が見られ、
これらを総合的に考慮した市場性を的確に反映した比準価格の妥当性は高い。指定基準地等との均衡及び過年度等価格の推
移等も検討して、鑑定評価額等を表記の通り決定した。なお、本年から角地として個別的要因がある。

［

［

店舗兼住宅
Ｗ２

かつては市内の中心商店街であったが、本年４月に地域の中心施設である市役所の一部が多治見駅北口に移転する等商業地
として衰退傾向が加速している。地価は背後の住宅地の需要が堅調でこれが下支えとなっている。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 58,800円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

58,900

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+4.9

+8.7

-3.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
東 1.2km

多治見
1.2km

(8)

東8m市道､
南側道

商業
(80,400)
防火

（その他）　　　　
駐車場整備地区
(100,400)

特にない ８ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

328

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0 ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

61,000 円／㎡

25,500 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

64,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0％ ％

110.6 ］

100.2［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市小路町１４番外

+1.0角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

58,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

多治見 -5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+6.9

+5.8

+40.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

91,300 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

158.3 ］

100.8［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 7月 3日 正常価格

平成 27年 7月 18日平成 27年 7月 1日

19,300,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 58,800 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

47,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は多治見市内の既成商業地域及び幹線道路沿いの商業地域である。需要者の中心は同一需給圏内に地縁性をもつ
法人又は個人事業者である。既成商業地における店舗需要は低迷し、空き店舗が増加する一方で、新規出店は乏しい状況に
ある。中心となる価格帯を見出すことは画地規模の相違等から困難である。近隣地域周辺では店舗から住宅への転用も見ら
れ、この場合、概ね６０，０００円／㎡程度の取引となっている。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 1－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －5

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

クニタチ鑑定事務所

山村　寛



中低層の店舗兼事務所地

国道沿いに店舗、事
務所が建ち並ぶ商業
地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北50 35 55 100 中低層の店舗兼事務所地

-

商業(80,400)
駐車場整備地区

景気良化の実感はなく、消費税や相続税の増税化の影響が軽視で
きない地方経済動向で、用地需要は根強いが店舗等の進出は低調
である。

隣接する駅北地区における街路整備や市役所駅北庁舎の開設によ
り利便性等が増加した。

個別的要因に変動はない。

　標準利用階層と収益最適階層とのギャップや駐車場の必要等により、土地の高層化及び利用効率は低い段階にある。　従
って、相対的に妥当性の高い比準価格をベースに収益価格を参考として手順の各段階について再吟味を加え、近隣地域等に
おける取引頻度等の流動性リスクを勘案し、さらに当該基準地の地価体系上の位置と指定基準地である意義及び代表標準地
との均衡及び過年度等価格の推移等も検討して、鑑定評価額等を表記の通り決定した。

［

［

事務所兼倉庫
Ｓ３

　多治見駅北土地区画整理事業地に隣接し、市役所駅北庁舎の開設もあり、地理的にもその好影響下にある。　県外等から
の店舗進出も一段落して、繁華性はやや停滞的となっている。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 91,300 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

91,200

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

多治見 2

代表標準地 標準地

5

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.8

+2.9

-30.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

多治見駅
西 850m

多治見
850m

(8)

東18m国道

商業
(80,400)

（その他）　　　　
駐車場整備地区

特にない １８ｍ国道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

452

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

14.0  ｍ、　奥行　約 32.0 ｍ、　規模 450  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価方式等
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

94,500 円／㎡

59,000 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

64,400 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間+0.8％ ％

70.7 ］

100.1［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 27 平成 27年 7月 21日　提出

宅地-1

多治見市音羽町４丁目８５番

ない

　補正

長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 27年 1月]

平成 27年 6月 26日 正常価格

平成 27年 7月 14日平成 27年 7月 1日

41,600,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 92,000 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

73,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏は多治見市、可児市を中心とした主に路線商業地域である。　需要者の中心は市外・県外を含む事業者である
が、幹線道路沿いに大型店舗等が集積する動向下で新規進出余地も少なく、新陳代謝的土地利用も散見される程度となって
いる。　需要は駅周整備事業による街路の再整備等の影響もあって、概ね底堅く推移している。　尚、中心となる価格帯を
見出すことは画地規模の相違等から困難である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

多治見（県） 2－5

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

多治見（県） －5

基準地番号 提出先

2 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

株式会社　岐阜鑑定

松原弘昌
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